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出雲市農業委員会（第１期）第２７回総会 議事録 

 

 

「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定に基づき会長が総会を招集。 

 

１ 日時  令和元年(2019)年９月２５日（水） 午後１時３０分～午後２時２５分 

 

２ 場所  出雲市役所本庁 ３階 大会議室 

 

３ 出席委員（２０名） 

  秦 久光   大梶 泰男  竹内 辰雄  岡 正    恩村 光則 

  原 孝治   津戸 吉博  神田 伯   久野 晴見  塩野 一男 

  持田 守夫  小村 伸治  遊木 龍治  河原 基   佐藤 さゆみ 

  若槻 博美  勝田 茂   高橋 忠男  勝部 隆司  江角 隆雄 

 

４ 欠席委員（４名） 

  落合 光啓  佐藤 始   小川 義和  板垣 房雄 

     

５ 提出議題 

 ⑴ 報告事項 

報第７９号 会長専決処分の報告 

報第８０号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第８１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

⑵ 議案審議 

議第１８４号 農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について 

議第１８５号 農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定について 

議第１８６号 農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及び承認について 

議第１８７号 農地法第５条の規定による農地等の許可申請決定及び承認について 

議第１８８号 非農地証明について 

  

 会長あいさつ 

 

６ 議事  

秦会長が、総会の開会を宣する。出席者が過半数を超え会議の成立を宣する。 

署名委員に議席番号８番の津戸吉博委員と９番の神田伯委員を指名する。 
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議  長   それでは、お手元の次第にしたがって進行いたします。 

報告事項、報第７９号会長専決処分の報告、報第８０号農地法第１８条第

６項の規定による通知について、報第８１号農地法第３条の３第１項の規定

による届出について、一括して報告します。 

報第７９号会長専決処分について、報告いたします。 

先ず、第２６回総会で承認いたしました案件で、島根県農業会議に意見を

聴く案件、農地法第４条１０件及び農地法第５条３２件については、９月 

１０日開催の島根県農業会議第４２回常設審議委員会に諮問し、許可相当と

の答申をいただいております。この内、出雲農業振興地域整備計画の変更等

ののちに許可をする案件を除く、農地法第５条４件を、常設審議委員会当日

の９月１０日付けで許可決定しております。 

以上、報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第８０号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事 

      務局から報告をお願します。 

 

西村主事   それでは、報第８０号について、説明します。報告資料の１ページをご覧

ください。 

農地の賃貸借の解約等は、原則的に県知事の許可が必要ですが、農地法第

１８条第１項第２号で、貸し手と借り手の合意による解約が、その農地の引

渡しの期限前の６ヶ月以内に成立した旨が書面において明らかな場合は契約

終了の手続きができます。 

今月は受付番号５６番から７２番の１７件の通知がありました。内訳とし

ては貸人の都合によるものが２件、借人の都合によるものが１件、耕作者変

更が１件、農地法３条申請のためが３件、農地転用のためが９件、公共工事

による契約面積変更のための解約が１件です。 

農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後６ヶ月以内であることを書面

で確認しており、県知事の許可を要しないものと考えます。 

以上報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第８１号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

事務局から報告をお願いします。 

 

吉川主任   それでは、報第８１号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

ご説明いたします。報告資料の４～１３ページをご覧ください。 
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農地法第３条の３において、相続や、時効取得などの、農地法の許可を要

しない権利取得につきましては、権利を取得した者は、農業委員会にその旨

を届出しなければならないこととされています。 

この届出の先月受付分は、受付番号７９番～９８番までの２０件でした。 

権利の取得事由は、２０件全てが『相続』によるものでした。 

相続のうち、９６番と９８番については、市外在住の相続人からの届出で

した。９６番については、同じく相続人である９７番の方を通じて近所の方

に依頼される予定とのことです。９８番については、３年前から依頼してい

る営農組合等に引き続き依頼される予定とのことです。 

受付番号８４番、１２ページの９５番の届出人よりあっせん希望がありま

したので、担当地区の農業委員さんに相談をしています。 

なお、（農地法関係事務処理要領の第３の３、留意事項にかかる）本届出の

受理通知は、届出書の到達があった日から４０日以内とされております関係

上、９月９日付けで通知を出しております。 

以上、報告といたします。   

   

議  長   報告事項について、一括して報告をいたしましたが、ご質問・ご意見はご 

ざいませんか。 

 

議  長   質問はないものと認めます。 

それではこれより議案の審議を行います。 

議第１８４号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定に

ついて、を議題といたします。 

農業振興課佐藤係長から内容について、説明をお願いします。 

 

佐藤係長   議第１８４号農業経営基盤強化促進法に係る事業計画の決定について説明 

します。 

       農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、市は、農業委員会

において『農用地利用集積計画』を決定していただくこととなっております

ので、本案件の適否について、今総会での判断をお願いいたします。  

それでは、９月３０日公告予定の集積計画の概要を説明いたします。お手

元の農用地利用集積計画の２ページをご覧ください。 

       まず、賃借権の設定です。２ページの左上の表の、合計①の欄をご覧く

ださい。設定合計は２５筆、１９，２９１．００㎡、うち新規の設定が 

２０筆、１６，８３６．００㎡、再設定が５筆、２，４５５．００㎡です。 

 この内訳ですが、相対分が、２ページの右上の表の合計①欄で、３筆、
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２，０８４㎡です。円滑化事業分は、３ページの左上の表の合計①欄、 

１３筆、９，２１２㎡で、中間管理事業分が、３ページの右上の表の合計

①欄、９筆、７，９９５㎡となっています。 

続いて、使用貸借権の設定です。２ページの左下の表の、合計②の欄を

ご覧ください。設定合計は１９筆、２３，２６２．００㎡、うち新規の設

定が１４筆、１６，０８５．００㎡、再設定が５筆、７，１７７．００㎡ 

です。 

この内訳は、相対分が、２ページ右下の表の合計②欄、１筆、 

２，４２５㎡、円滑化事業分が３ページ左下の表の合計②欄、７筆、 

１０，９７３㎡、中間管理事業分が３ページ右下の表の合計②欄、１１筆、

９，８６４㎡となっています。 

今月のすべての利用権設定の合計は、２ページの一番左下の、計①＋②

の欄をご覧ください。４４筆、４２，５５３．００㎡です。その他、詳細

な設定内容は、４ページ以降の各筆明細でご確認ください。 

なお、今月は所有権の移転がございますので、ご説明いたします。１１

ページの「農用地利用集積計画 所有権移転」及び１２ページの「所有権

移転 総括表」をご覧ください。 

農業経営基盤強化促進法第４条第２項に定める農地保有合理化事業の

農地売買等事業により、農地保有合理化法人である「しまね農業振興公社」

は、農地を出し手農家から買い入れ、中間保有した後、担い手である受け

手農家へ売り渡します。この事業を活用して所有権移転を行うと、農地の

出し手、受け手ともに税制上の優遇措置を受けることができ、担い手への

集積が効率的に促進されます。 

      今月の所有権移転の合計は、２筆、１，２２０㎡です。 

以上、今月の申請の案件は、出雲市における基本構想に適合するととも

に、権利者・利用権の設定をうけた者が経営農地の全てを効率的に利用し、

必要な農作業に常時従事するものとして作成したものです。 

また、前回、８月２６日の総会で決定いただきました農地中間管理事業

の集積計画につきまして、お配りしております「農地中間管理事業による

農用地利用配分計画（案）」として公益財団法人しまね農業振興公社に提

出いたしますのでご確認ください。 

       説明は、以上です。 

  

議  長   ただいまの説明についてご質問・ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご意見・ご質問はないものと認めます。 
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それでは、議第１８４号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計

画について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。 

よって、議第１８４号を承認いたします。 

次に、議第１８５号農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定につ 

      いて、を議題といたします。 

       事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

吉川主任   それでは、議第１８５号農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定

について、ご説明いたします。第２７回総会議案をご覧ください。申請書事

由別説明書の左側の欄をご覧ください。 

今月は、所有権移転の申請が１０件ありました。 

個別の事案についてご説明いたします。２～３ページをご覧ください。 

なお、備考欄に※印で記載のあるものにつきましては、平成２９年１２月

２５日の総会にて別段面積の適用を決定した土地でございます。 

受付番号６６番です。譲渡人は県外在住により耕作不便のため、隣接宅地

に居住する弟に贈与するものです。所有権移転後は、受人が季節野菜及び果

樹を栽培される計画です。 

受付番号６７番です。譲渡人は労力不足のため、近隣に居住する受人に贈

与するものです。所有権移転後は、受人とその世帯員が季節野菜を栽培され

る計画です。 

受付番号６８番です。譲渡人は労力不足のため、近隣に居住する受人に譲

渡するものです。所有権移転後は、受人とその世帯員が季節野菜を栽培され

る計画です。 

受付番号６９番です。譲渡人は労力不足のため、近隣に居住する受人に贈

与するものです。所有権移転後は、受人とその世帯員が水稲及び野菜を栽培

される計画です。 

受付番号７０番です。譲渡人は労力不足のため、市内で広く水稲を栽培し

ている受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人が水稲を栽培される

計画です。 

受付番号７１番です。譲渡人は耕作不便のため、隣接宅地に居住する兄に

贈与するものです。所有権移転後は、受人が水稲やブロッコリーを栽培され

る計画です。 

受付番号７２番です。譲渡人は県外在住により耕作不便のため、高速道路

開通のための用地買収により不整形な形状で残った農地を近隣に居住する受
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人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人がいちじくを栽培される計画

です。 

受付番号７３番です。譲渡人は県外在住により耕作不便のため、近隣に居

住する親戚に贈与するものです。所有権移転後は、受人とその世帯員が野菜

を栽培される計画です。 

受付番号７４番です。譲渡人は労力不足のため、近隣に居住する受人に贈

与するものです。所有権移転後は、受人がブロッコリーを栽培される計画で

す。 

受付番号７５番です。譲渡人は労力不足のため、近隣に居住する受人に譲

渡するものです。所有権移転後は、受人とその世帯員が水稲、そば、野菜な

どを栽培される計画です。 

以上、受付番号６６番から７５番については、４～５ページの調査書に記

載しておりますとおり、農地法第３条２項各号 不許可には該当しないため、

許可要件のすべてを満たすと考えます。 

説明は以上です。 

 

議  長   議第１８５号につきまして、何かご質問・ご意見はございませんでしょう

か。 

 

議  長   それでは、ご質問・ご意見はないものと認めます。 

議第１８５号農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定について、

承認される方の挙手を求めます。  

 

議  長   挙手全員と認めます。  

よって、議第１８５号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１８６号農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及び

承認について、を議題といたします。 

事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

松崎主任   それでは、議第１８６号の４条申請についてご説明いたします。 

議案書は６～７ページ、参考資料は１～８ページです。 

今月は７件の申請がありましたが、説明基準に該当する案件はありません

でした。 

なお、１０月開催予定の第４３回常設審議委員会に諮問する案件は、欄外

左に丸印をつけております。今月からは２件を諮問する予定です。 
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また、説明案件基準には該当しない事後案件が５件ございました。 

受付番号４１番の案件は、少なくとも３０年前から駐車場として利用して

きたものです。 

受付番号４３番の案件は、平成２６年１０月頃から駐車場として利用して

きたものです。 

受付番号４４番の案件は、今年の４月頃から進入路として利用してきたも

のです。 

受付番号４５番の案件は、昭和５８年頃から住宅敷地の一部として利用し

てきたものです。 

受付番号４７番の案件は、平成４年頃から物置と庭の用地の一部として利

用してきたものです。 

いずれも申請が事後になりましたが、悪意はないものと判断しています。

転用許可基準は満たしており、事業者には始末書の提出を求めて、今後は農

地法に違反することのないよう指導しております。 

その他の案件につきましては、議案書の一覧でご確認いただきますようお

願いいたします。今回申請のありました７案件につきましては、農地法第４

条第６項の規定による不許可の要件には該当しないものと認められます。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長   ただいま、議第１８６号農地法第４条の規定による農地等の許可申請につ

いて説明をいたしましたが、この案件につきまして何かご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

 

議  長   ご意見・ご質問はないものと認めます。 

議第１８６号農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及び承認に

ついて、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。 

       よって議第１８６号の全案件を許可相当とし、許可決定及び承認いたしま  

 す。  

 

議  長   次に、議第１８７号農地法第５条の規定による農地等の許可申請決定及び

承認について、を議題といたします。 

事務局から内容について、説明をお願いします。 
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大野主事   それでは、議第１８７号の５条申請についてご説明いたします。 

議案書は、７～１２ページ、説明資料は、１～２１ページ、参考資料は、９

～５６ページになります。 

今月の５条申請の内訳は、所有権の移転が２１件、賃貸借権の設定が７件、

使用貸借権の設定が４件、合計３２件提出されております。 

今月の説明案件は、７件ございます。 

なお、１０月開催予定の第４３回常設審議委員会に諮問する案件は、欄外

左側に丸印をつけております。今月からは６件を諮問する予定です。 

それでは、個別の案件についてご説明します。 

議案書７ページの受付番号１６０番についてご説明いたします。説明資料

の１～３ページをご覧ください。転用場所は、大津小学校の西約１５０ｍの

位置にある田３筆です。詳細な位置につきましては、付近案内図でご確認く

ださい。転用目的は『宅地分譲』です。転用面積、所要面積ともに、 

２，６０２㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。申請地の農地区分は、

第３種農地です。転用にあたっての許可該当条項は、農地法施行規則第４４

条第３号の「用途地域」に該当します。 

事業計画についてご説明します。事業者は、市内で不動産業を営んでいる

法人です。この度、準工業地域内の申請地を取得し、宅地を造成する計画で

す。資金計画につきましては、所要資金額５，０００万円で、これに対する

資金調達は、全額借入金で賄う計画です。 

続いて、議案書８ページの受付番号１６８番についてご説明いたします。

一体の案件ですので、あわせて議案書１２ページの受付番号１８８番につい

てご説明いたします。説明資料の４～６ページをご覧ください。転用場所は、

善福寺から北に約１００ｍの位置にある田２筆です。転用目的は『農業用施

設』です。転用面積、所要面積ともに２，６３０㎡です。権利の種類は、使

用貸借権の設定です。申請地の農地区分は、農用地区域内農地です。転用に

あたっての許可該当条項は、農地法第５条第２項ただし書きの「農業用施設」

に該当します。 

事業計画についてご説明します。事業者は、市内で畜産業を営んでいる個

人です。この度、申請地を使用貸借し、牛舎及び堆肥舎を建築する計画です。

なお、申請地は従前より牛舎として利用されており、この度あわせて許可を

受けるものです。資金計画につきましては、所要資金額２，６９９万円で、

これに対する資金調達は、すべて借入で賄う計画です。 

続いて、議案書８ページの受付番号１６９番についてご説明いたします。

説明資料の７～９ページをご覧ください。転用場所は、出雲市東部工業団地
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から北に約３００ｍの位置にある田２筆です。転用目的は『建設発生土処理

施設』です。転用面積は４，７７１㎡、所要面積は９，８００㎡です。また、

隣接して同社が経営している施設の既着工面積が１７,０００㎡あります。権

利の種類は、所有権の移転です。申請地の農地区分は、第１種農地です。転

用にあたっての許可該当条項は、農地法施行規則第３６条の「１種１／３未

満」に該当します。 

事業計画についてご説明します。事業者は、市内で建設発生土の埋立処理

事業を営んでいる法人です。この度、同社が経営している建設発生土処理施

設に隣接する申請地を取得し、施設を拡張する計画です。資金計画につきま

しては、所要資金額７７０万円で、これに対する資金調達は、７０万円を自

己資金で、７００万円を借入で賄う計画です。 

続いて、議案書９ページの受付番号１７６番についてご説明いたします。

説明資料の１０～１２ページをご覧ください。転用場所は、ＪＲ直江駅から

南西に約４５０ｍの位置にある田４筆、畑２筆です。転用目的は『共同住宅』

です。転用面積、所要面積ともに２，７２５㎡です。権利の種類は、所有権

の移転です。申請地の農地区分は、第２種農地です。転用にあたっての許可

該当条項は、農地法施行規則第４５条第２号の「公共５００」に該当します。 

事業計画についてご説明します。事業者は、市内で不動産の賃貸業を営ん

でいる法人です。この度、ＪＲ直江駅等に近く、アパートの需要が見込まれ

る申請地を取得し、共同住宅を建築する計画です。資金計画につきましては、

所要資金額２億１，８００万円で、これに対する資金調達は、すべて借入で

賄う計画です。 

続いて、議案書１１ページの受付番号１８０番についてご説明いたします。

説明資料の１３～１５ページをご覧ください。転用場所は、出雲ドームの西

に約６５０㎡の位置にある田２筆です。転用目的は『共同住宅』です。転用

面積、所要面積ともに１，６４０㎡です。権利の種類は、賃貸借権の設定で

す。申請地の農地区分は、第１種農地です。転用にあたっての許可該当条項

は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。 

事業計画についてご説明します。事業者は、市内でアパート経営を営んで

いる個人です。この度、宅地化が進み、アパートの需要が見込まれる申請地

を賃借し、共同住宅を建築する計画です。資金計画につきましては、所要資

金額１億７，５２０万円で、これに対する資金調達は、全額借入金で賄う計

画です。 

続いて、議案書１１ページの受付番号１８３番についてご説明いたします。

説明資料の１６～１８ページをご覧ください。転用場所は、ホームセンター

サンアイの南に約１００ｍの位置にある田１筆です。転用目的は『駐車場』
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です。転用面積、所要面積ともに６４１㎡です。権利の種類は、賃貸借権の

設定です。申請地の農地区分は、第１種農地です。転用にあたっての許可該

当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。 

事業計画についてご説明します。市内で薬局を営んでいる法人です。従業

員、来客用の駐車場が不足していたことから、薬局に隣接している申請地を

賃借し、駐車場を造成する計画です。なお、申請地を平成２８年から駐車場

として利用されており、この度改めて許可を受けるものです。資金計画につ

きましては、所要資金額４９５万７，２００円で、これに対する資金調達は、

全額自己資金で賄う計画です。 

続いて、議案書１１ページの受付番号１８６番についてご説明いたします。

説明資料の１９～２１ページをご覧ください。転用場所は、ひかわ生協病院

の向かいにある田２筆です。転用目的は『駐車場』です。転用面積、所要面

積ともに１，２９３㎡です。権利の種類は、賃貸借権の設定です。申請地の

農地区分は、第１種農地です。転用にあたっての許可該当条項は、農地法施

行規則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。 

事業計画についてご説明します。事業者は、市内で医療業を営んでいる法

人です。この度、従来利用していた駐車場に看護小規模多機能事業所を建築

したため、代替として近傍の申請地を賃借し、駐車場を造成する計画です。

資金計画につきましては、所要資金額７８０万円で、これに対する資金調達

は、全額自己資金で賄う計画です。 

説明案件は以上ですが、今月は事後追認の案件が４件ありました。追認案

件につきましては議案にその旨表示しておりますので、ご確認ください。い

ずれも申請が事後になりましたが、悪意はないものと判断しています。転用

許可基準は満たしており、事業者には始末書の提出を求めて、今後は農地法

に違反することのないよう指導しております。 

これで説明を終わりますが、その他の案件につきましては、議案書の一覧

でご確認いただきますようお願いいたします。 

今月申請のありました５条申請３２件につきましては、いずれも農地法第

５条第２項に規定する不許可の要件には該当しないものと認められます。 

説明は以上です。 

 

議  長   ただいま、議第１８７号農地法第５条に規定による農地等の許可申請決定 

 の説明がございましたが、この案件について、何かご意見、ご質問はござい

ませんか。 
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持田委員   事後追認の案件について質問です。すでに建物が建っていたり、駐車場と

なっているとの説明でしたが、資金計画欄に金額が入っているのは追加整備

されるということでしょうか。 

 

大野主事   受付番号１６８番及び１８８番については、すでに牛舎が１棟だけ建って

おりますが、新たに牛舎と堆肥舎を建築するための資金計画でございます。 

受付番号１８３番については、これまでは舗装がない状態で駐車場として

使用されていたとのことですが、このたび舗装してドライブスルーにするた

めの資金計画でございます。 

 

持田委員   わかりました。 

 

原 委 員   受付番号１８０番の賃借料については、他の案件が月額５万円とか月額 

１０万円に対して月額１万円と安価ですが、何か特別な理由がありますか。 

 

大野主事   同じ住所に住む家族のためです。  

 

原 委 員   わかりました。 

 

議  長   他に質問がないようですので、そういたしますと、議第１８７号農地法第

５条の規定による農地等の許可申請決定及び承認について承認される方の挙

手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。 

よって議第１８７号農地法第５条の全案件を許可相当とし、許可決定及び

議第１８２号を承認いたします。  

  

議  長   次に、議第１８８号非農地証明について、を議題といたします。 

事務局から内容について、説明をお願いします。  

 

西村主事   それでは議第１８８号、非農地証明の申請について説明します。 

議案書の１３ページ及び説明資料２５～２６ページをご覧ください。 

 今月は１件の申請がありました。 

受付番号１１番について説明いたします。申請地の詳細については議案に

載せております。また説明資料の２５ページの位置図及び付近案内図で申請
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場所をご確認ください。詳細については、説明資料２６ページの現況写真を

ご確認ください。申請地は、傾斜地であり山林に隣接した農地で日当たりが

悪く、５０年以上前から耕作されず、現在は山林となっています。現地確認

は８月２３日に竹内農業委員、樋野推進委員、事務局職員で行っています。

申請地は、農業的利用を図るための条件整備の予定はなく、また、相続以外

の権利関係等の異動はございません。よって本案件は、非農地証明基準の「や

むを得ない事情（耕作不適な土地であること）によって長期間耕作放棄した

土地で、その土地の周囲の状況からみて農地に復元しても継続して利用する

ことができないと認められる場合」に該当し、農地法第２条に規定する農地

以外のものであるとして非農地証明の対象となるものと考えます。 

説明は以上です。       

 

議  長   担当農業委員さん、補足はございますか。 

 

竹内委員   現地確認したところ、確かに山林となっておりました。 

 

議  長   ただいま、議第１８８号非農地証明について事務局及び担当農業委員から

説明がありました。  

 何かご意見・ご質問はございませんか。 

 

議  長   特にご意見・ご質問はないものと認めます。 

 

議  長   それでは、議第１８８号非農地証明について、承認される方の挙手を求め 

      ます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。 

       よって議第１８８号は承認いたします。 

       予定していた議事は終了しました。 

以上をもって、本日の全ての議事日程を終了いたします。 
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議長が、総会の閉会を宣する。 午後２時２５分 

 

 

議事に参与した者の職、氏名 

 農業委員会事務局 

  常松事務局長、今岡次長、松崎主任、吉川主任、西村主事、大野主事 

 農業振興課農地利用調整係 

  佐藤係長 

 

 

 

以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証するため署名する。 

 

 

 

 議  長 

 

 

 

 署名委員 

 

 

 

 署名委員 

 


